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１ 開  会  

（午前１０時開会） 

【司会】  皆様おはようございます。 

 審議会の開催に当たりまして、事務局から御協力のお願いを申し上げま

す。 

 携帯電話はマナーモードに設定していただきますよう、お願いします。 

 また、傍聴の皆様におかれましては、先にお配りしております傍聴要領

をお守りいただき、審議会開会中は御静粛にお願いします。 

 それでは、定刻となりましたので、ただいまから平成２８年度第２回大

阪府都市計画審議会を開催いたします。 

 委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、お集まりいただきまし

て、誠にありがとうございます。 

 私は本日の司会を務めます、都市計画室計画推進課の奥林と申します。

どうぞよろしくお願いします。 

 本日の審議会は３０人中２４人の委員の方々に御出席をいただく予定に

なっております。現在２３人の委員の方に御出席いただいております。臨

時委員を含めまして、大阪府都市計画審議会条例第５条第２項の規定によ

り、定足数を満たし有効に成立していることを御報告いたします。 

 なお、本審議会は公開で行いますので、よろしくお願いします。 

 続きまして、今年度より新たに委員に御就任いただき、本日初めて御本

人に御出席いただいております委員を御紹介させていただきます。 

 大阪市会議長の木下委員でございます。 

【木下 委員】  木下でございます。よろしくお願い申し上げます。 

【司会】  また、本日は臨時委員２名の方々に御出席いただいておりま

すので、御紹介します。 
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 議第４１３号議案に関連して、門真市長、宮本委員でございます。 

【宮本 委員】  よろしくお願いします。 

【司会】  門真市議会議長、土山委員でございます。 

【土山 委員】  よろしくお願いします。 

【司会】  御紹介は以上でございます。よろしくお願いします。 

 それでは、審議に先立ちまして、お配りしている資料の確認をさせてい

ただきます。お手元の配付資料一覧をご覧ください。 

 １、配付資料一覧及び委員配席表。両面になっております。 

 ２、大阪府都市計画審議会条例及び規則。 

 ３、議題及び付議案件一覧。これは両面になっております。並びに委員

名簿及び幹事名簿。これは両面になっております。 

 ４、資料１、審議会議案書。 

 ５、資料２、審議会資料。 

 ６、資料３、環境影響評価書。 

 こちらの資料につきましては、委員の皆様のみの配付となっております。 

 ７、資料４、環境影響評価書概要資料。 

 ８、資料５、東部大阪都市計画道路の変更に対する意見書の要旨と大阪

府の見解。 

 以上、資料は８点でございます。 

 なお、委員の皆様には、議案説明時のパワーポイントの表示画面を議案

ごとにまとめた補助資料もお手元に配付しております。 

 漏れている資料等ございませんでしょうか。 

 それでは、大阪府都市計画審議会条例第５条第１項において、会長が当

会議の議長になると定められておりますので、小林会長に議事進行をお願

いしたいと思います。 
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 小林会長、よろしくお願いします。 

【小林 会長】  おはようございます。 

 本審議会の会長を務めております小林でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 委員の皆様には、本日お忙しいところ御出席を賜り、厚く御礼を申し上

げます。 

 それでは、只今から、平成２８年度第２回大阪府都市計画審議会の議事

に入ります。 

 今回、御審議をいただきます案件は、あらかじめ皆様のお手元にお届け

いたしました議案書のとおり、東部大阪都市計画道路の変更の２議案でご

ざいます。 

 御審議いただきますのは、議第４１２号でございますが、次の４１３号

と相互に関連する内容でございますので、一括して幹事に説明をさせます。 

 よろしくお願いします。 

 

２ 議第４１２号「東部大阪都市計画道路の変更」 

  議第４１３号「東部大阪都市計画道路の変更」について 

 

【幹事 大森計画推進課長】  大阪府都市整備部都市計画室計画推進課

長の大森でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 議第４１２号及び議第４１３号「東部大阪都市計画道路の変更」の２案

件は、相互に関連がございますので一括してご説明いたします。議案書及

び審議会資料をご覧ください。 

 都市計画道路大阪門真線、いわゆる（仮称）淀川左岸線延伸部とは、政

府の都市再生プロジェクトに位置付けられた、延長約６０ｋｍの大阪都市
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再生環状道路の一部を構成する道路であり、第二京阪道路を介して、名神

高速道路等と阪神港及び関西国際空港を結ぶ主要な幹線道路で、さらに、

大阪都心部の慢性的な渋滞の緩和や沿道環境の改善とともに、新たな拠点

エリアを誘引する都市の活性化に繋がる道路であります。 

 本路線の計画につきましては、手続きの透明性、客観性、公正さを一層

高めることを目的として、淀川左岸線延伸部有識者委員会を設置し、平成

１６年３月から平成１８年１２月まで延べ２４回開催し、市民の皆さまな

どへ情報提供を行い、アンケート、ヒアリング及び公聴会等により、その

意見を把握するパブリック・インボルブメントプロセスを実施し、「推奨

すべき計画案のルート・構造の考え方」を整理し、この考え方を踏まえ、

沿道地域への影響に配慮し、公共空間を出来るだけ活用した計画としてお

ります。 

 その後、平成２５年には、環境影響評価方法書の縦覧及び説明会を行い、

平成２７年２月には、都市計画素案等の説明会を実施しました。さらに、

平成２７年１０月には、都市計画案及び環境影響評価準備書の縦覧や説明

会を実施し、地域のみなさまへのご説明を行いつつ、ご意見もうかがいな

がら進めてまいりました。さらに、環境影響評価では、大阪府知事や環境

大臣、国土交通大臣からの意見等を勘案して、環境影響評価書をとりまと

めましたので、都市計画の案とともに本日の都市計画審議会にて、お諮り

させていただいております。 

 本路線は、新御堂筋である国道４２３号と（仮称）豊崎（とよさき）イ

ンターチェンジで接続する大阪市北区豊崎地区から、第二京阪道路や近畿

自動車道と門真ジャンクションで接続する門真市薭島（ひえじま）地区に

至る延長約８．７ｋｍの自動車専用道路です。道路規格は第２種第２級、

設計速度は時速６０ｋｍ、車線数は４車線で計画しており、将来の本線計
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画交通量は１日当たり約３０，０００台から約４６，２００台と予測して

おります。 

 本路線のルート・構造について具体的に説明します。起点部である淀川

左岸線２期及び国道４２３号新御堂筋と接続する豊崎インターチェンジか

ら大川までは、都市計画道路淀川南岸線の地下空間を活用し、下りながら

東へ進みます。大川付近から国道４７９号内環状線までは、既決定の都市

計画道路を活用しつつ、出来るだけ延長を短くするルートとしております。

この区間が、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法に基づいた大深

度地下使用予定区間であり、地下約７０ｍの深い位置において、道路整備

に必要な空間だけを「立体的な範囲」として都市計画に定めることにより、

一般的な高層建築物の建設に影響がなく、用地買収が生じない計画として

おります。国道４７９号内環状線からは、通称「花博通」を東へ向けて上

りながら進み、鶴見緑地付近で、シールドトンネルから開削ボックス、掘

削部を経て、高架構造となり、門真ジャンクションと接続します。また、

周辺道路とアクセスするインターチェンジを、「豊崎」「内環」「門真

西」の３箇所に設置します。さらに、トンネル内の空気を換気するための

換気所を、（仮称）豊崎インターチェンジ付近と、花博記念公園鶴見緑地

前付近の２箇所に設置します。 

 続いて、３箇所のインターチェンジの具体的な構造についてご説明いた

します。 

 （仮称）豊崎インターチェンジでは、淀川左岸線２期と大阪門真線、い

わゆる淀川左岸線延伸部は直接接続するとともに、国道４２３号新御堂筋

南行き及び都市計画道路淀川南岸線から大阪門真線へ接続するランプ、さ

らに、大阪門真線から国道４２３号新御堂筋北行き及び淀川南岸線へ接続

するランプの、合計４本のランプを設置する計画としております。なお、
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淀川左岸線２期につきましては、国道４２３号新御堂筋北行きへ接続する

ランプ、及び国道４２３号南行きから接続するランプの、合計２本のラン

プが設置されます。 

 （仮称）内環インターチェンジでは、花博通東行きから大阪門真線東行

きへ接続するランプ、大阪門真線西行きから花博通西行きへ接続するラン

プの、合計２本のランプを設置する計画としております。 

 （仮称）門真西インターチェンジでは、大阪門真線東行きから花博通東

行きに接続するランプ、花博通西行きから大阪門真線西行きへ接続するラ

ンプの、合計２本のランプを設置する計画としております。また、門真ジ

ャンクションでは、第二京阪道路と大阪門真線が直接接続するとともに、

大阪門真線から近畿自動車道へ接続するランプ、近畿自動車道から大阪門

真線へ接続するランプの、合計４本のランプを設置する計画としておりま

す。 

 大阪門真線、いわゆる淀川左岸線延伸部、約８．７ｋｍのうち、大阪府

が決定する都市計画としましては、守口市域において、大阪門真線を追加

し、門真市域において、大阪門真線の追加及び大阪枚方京都線を変更する

ものであります。なお、大阪市域における大阪門真線につきましては、１

０月１７日に開催されました大阪市都市計画審議会にて、承認されており

ます。 

 次に、都市計画の内容について、具体的にご説明いたします。守口市域

において、延長約１００ｍ、車線数４車線、幅員３０ｍ、構造形式を地下

式、名称１・２・２０９－２号大阪門真線を追加するものであります。具

体的な幅員構成につきましては、構造令等に準拠し、車道幅員３．２５ｍ、

４車線のボックス構造に、地下水及び地盤等の周辺への影響をより低減す

るための「地下水流動保全工法」を実施する施工範囲を両側に確保するこ
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とから、幅員約３０ｍとしております。 

 次に、門真市域において、延長約５８０ｍ、車線数４車線、幅員１８ｍ、

構造形式を嵩上式、近畿自動車道とのランプ部を含め、名称１・４・２２

３－２号大阪門真線を追加するものであります。具体的な幅員構成につき

ましては、構造令等に準拠し、車道幅員３．２５ｍ、４車線に、中央分離

帯等を設け、高架構造の、幅員約１８ｍとしております。 

 また、関連する都市計画道路大阪枚方京都線の自動車専用道路である

「第二京阪道路」と幹線街路である国道１号及び通称「花博通」につきま

しては、大阪門真線の追加に伴い、今回、門真ジャンクション周辺の土地

利用について、再検討した結果、ランプ橋脚部の用地買収は必要となるも

のの、高架下についても区分地上権の設定などにより、土地の有効活用を

促進する為、側道の計画を廃止し、ジャンクション部全体を都市計画決定

していたものを、現道及びランプの道路幅のみの区域に都市計画変更する

ものであります。 

 以上により、自動車専用道路であります、１・２・２２３―１号大阪枚

方京都線につきましては、一部区域の変更と大阪門真線の追加に伴い、起

点の位置を変更し、延長を約４，３５０ｍから約３，９２０ｍに変更する

ものです。 

 また、幹線街路であります、３・１・２２３―２号大阪枚方京都線につ

きましては、一部区域の変更を行うものです。 

 続きまして、大阪門真線、いわゆる淀川左岸線延伸部が沿道地域に与え

る影響につきまして、ご説明いたします。 

本案件は、環境影響評価法の対象事業に該当するため、環境影響評価を実

施したものです。環境影響評価書は、資料３です。その環境影響評価書の

概要を資料４にまとめておりますので、その内容をご説明させていただき
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ます。 

 工事の実施、および道路の完成後における影響を考慮して、大気質、風

害、騒音、振動、低周波音、水質、底質、地下水、地盤、土壌、日照阻害、

電波障害、動物、植物、生態系、景観、人と自然との触れ合いの活動の場、

文化財及び廃棄物等の２０の環境要素を環境影響評価の項目として選定し

ました。 

 予測・評価を実施した結果、全ての項目について、基準または目標値、

参考値を満足及び影響が無いまたは小さい、もしくは、環境保全措置を実

施することで、回避又は低減されていると評価しております。さらに、地

下水、地盤及び土壌につきましては、環境影響評価法に基づき、事後調査

を実施することとしております。以上により、本路線につきましては、環

境の保全について、適正な配慮がなされていると評価しており、都市計画

を定める上で支障が無いと判断しました。 

 このうち、住民の方からいただいた意見の中から、特に意見書の数が多

かった、大気質及び騒音につきまして、予測及び評価した結果をご説明い

たします。 

 まず、大気質の予測結果につきまして、ここでは、二酸化窒素及び浮遊

粒子状物質について、供用後の自動車の走行による影響につきまして、ご

説明いたします。対象道路がトンネル構造ではない（仮称）内環インター

チェンジ付近及び（仮称）門真西インターチェンジ・門真ジャンクション

周辺の２地域において、調査により得られた現況値に道路及び換気塔によ

る影響を足し合わせて、予測しました。予測の結果、二酸化窒素の日平均

値の年間９８％値は、０．０３９から０．０４１ｐｐｍ、浮遊粒子状物質

の日平均値の年間２％除外値は１立方メートル当たり０．０５９ｍｇとな

り、いずれの予測地点においても、環境基準を満足します。 
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 次に、騒音の予測につきまして、ここでは、供用後の自動車の走行によ

る影響につきまして、ご説明いたします。対象道路がトンネル構造でない

（仮称）内環インターチェンジ付近及び（仮称）門真西インターチェン

ジ・門真ジャンクション周辺の２地域において、供用後の騒音につきまし

て、予測しました。なお、予測は、周辺道路からの影響、遮音壁などの対

策による効果を考慮しております。予測結果は、対象道路への「遮音壁の

設置」などの環境保全措置により、等価騒音レベルにつきましては、昼間

は６４から７０デシベル、夜間は５９から６５デシベルとなり、環境基準

値以下、または対象道路以外の道路の騒音レベルから増加することがない

値となっております。また、関係機関等と連携を図りながら、対象道路以

外の道路においても、「排水性舗装」などの対策を講じることにより、基

準との整合を図ることとしています。 

 本案件につきまして、平成２７年１０月に両市それぞれ環境影響評価準

備書に関する地元説明会を開催し、環境影響評価法に基づき、準備書を平

成２７年１０月２日から１箇月間縦覧したところ、意見書の提出がありま

した。主な意見と都市計画決定権者の見解につきまして、説明いたします。 

 まず、大気質に関する意見は、次の通りでございます。道路整備による

環境悪化が懸念される。現状以上の大気汚染物質、排出ガスの増加は認め

られない。というご意見でございます。 

 これに対する都市計画決定権者の見解は、大阪府では、流入車規制の推

進、交通需要の調整など、総合的な自動車環境対策に取り組んでいます。

また、本路線の整備により、大阪都市圏を通過する車両が分散し、交通が

スムーズになることで、大気汚染物質の排出量の削減が期待されます。な

お、大気質の予測において、二酸化窒素、浮遊粒子状物質ともに、環境基

準を達成しています。 
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 また、ＰＭ２．５は二酸化窒素と比例関係があるとされており、自動車

走行量の増加により、ＰＭ２．５の増加が懸念される。というご意見でご

ざいます。 

 これに対する都市計画決定権者の見解は、ＰＭ２．５につきましては、

予測手法が確立されていないことから、予測・評価は実施しておりません

が、今後の研究開発を踏まえ必要な対応を行うこととしております。 

 大気質・騒音に関する意見は次の通りでございます。花博記念公園前交

差点から門真ジャンクションまでの区間は急勾配であることから、排気ガ

スやエンジン音が沿道周辺地域にどのような影響を与えるのか。また、門

真市域は西風が吹く割合が高いため、環境保全措置として当該区間をシェ

ルター構造とし、脱硝装置を設置してほしい。というご意見でございます。 

 これに対する都市計画決定権者の見解は、大気質及び騒音の予測につき

ましては、道路の縦断勾配や年間の気象条件等を踏まえて実施しておりま

す。また、供用後の大気質の予測結果において、脱硝装置等の環境保全措

置を行わなくても、二酸化窒素、浮遊粒子状物質ともに、環境基準を達成

しております。なお、今後の技術開発の状況を踏まえ、必要に応じ、事業

者の実行可能な範囲内でより良い技術を導入することとしています。 

 騒音・振動に関する意見は次の通りでございます。騒音や振動の予測で

は工事中に基準超過寸前の値が多く、超過している場合もある。着工前、

工事中及び供用後において、同じ条件で継続して観察、測定する必要があ

る。というご意見でございます。 

 これに対する都市計画決定権者の見解は、予測の結果、基準を超過する

建設機械の稼働に係る騒音については、防音パネルなど、基準を達成する

ための遮音対策の検討を行っております。また、供用後の騒音につきまし

ては、遮音壁の設置等により、環境基準を満足するか、他の道路からの騒
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音値を増加させないレベルまで低減しております。 

 地下水・地盤に関する意見は次の通りでございます。大深度地下を使用

するトンネル、換気所、避難立坑の設置により、地下水が漏れだし、地盤

沈下が懸念される。というご意見でございます。 

 これに対する都市計画決定権者の見解は、トンネル立坑部等は、地中連

続壁等の止水性のある土留め壁を使用いたします。また、本事業で採用す

る密閉型シールド工法につきましては、ほとんど漏水がないトンネルが数

多く施工されております。さらに、予測の結果、地下水位低下量は、年間

の変動幅の範囲内に入っておりますが、環境影響をできる限り回避、低減

するために「地下水流動保全工法」を実施することとしております。 

 廃棄物等に関する意見は次の通りでございます。トンネル工事の排出土

の処理方法について、事業実施前の都市計画案の説明時に、住民へ丁寧に

説明すべき。というご意見でございます。 

 これに対する都市計画決定権者の見解は、トンネル工事による建設副産

物、またその搬出につきましては、関係法令に基づき、適切に対応いたし

ます。また、事業実施にあたっては、事前の説明や情報提供等に努めるこ

ととしております。 

 また、その他の意見は次の通りでございます。南海トラフ巨大地震時で

のトンネルの変異や液状化なども事前に評価し、対策案を検討し、安全性

が確保できることを、都市計画案の段階で、住民が納得できる説明をする

こと。というご意見でございます。 

 これに対する都市計画決定権者の見解は、地震時の詳細な検討につきま

しては、事業実施段階に地質調査等を実施した上で、関係基準等に基づき、

専門家の指導・助言を得ながら、安全性を確保するための必要な対策を実

施することとしております。 
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 次に、トンネル内の火災時における避難方法が不明。災害や事故の内容

に応じて避難路は複数確保すべき。というご意見でございます。 

 これに対する都市計画決定権者の見解は、避難誘導施設につきましては、

路面下を避難空間として想定し、安全性を確保する計画であり、事業実施

段階に、必要に応じて避難シミュレーション等を行い、適切な避難方法を

検討することとしております。 

 また、説明会が沿線部でしか開催されていない。建設費用の負担や道路

の利用は大阪府民全体の問題であり、広く説明すべき。というご意見でご

ざいます。 

 これに対する都市計画決定権者の見解は、説明会の開催については、各

市広報に掲載するとともに、広報板やホームページなどにより周知に努め、

また、説明会配布資料や説明スライドをホームページに掲載いたしました。

今後も、事業の進捗に応じ、工事説明などを実施し、事業内容について、

事前の説明や情報提供等に努めてまいります。 

 以上が、主な意見と都市計画決定権者の見解でございます。 

 次に、大阪府環境影響評価審査会で審査され、平成２８年３月２３日付

けで環境保全上の見地から、知事意見が取りまとめられています。さらに、

評価書に対して、平成２８年９月６日付けで国土交通大臣及び都市計画同

意権者より意見が送付されております。 

 環境影響評価準備書に対する主な知事意見につきましては、全般的事項

としまして、交通の円滑化、交通量の分散などの交通流対策を推進し、交

通面からの環境負荷の低減に努めること。大気質に関しては、二酸化窒素

及び浮遊粒子状物質濃度の影響を可能な限り小さくすること。騒音に関し

ては、効果の高い遮音壁や吸音材の設置などの防音対策を実施し、影響を

可能な限り低減すること。廃棄物等に関しては、建設発生土や汚泥につい
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ては、可能な限り発生抑制を図るとともに再利用を実施すること。さらに、

発生抑制や再利用、処分に関する具体的な実施計画を策定すること。とい

うご意見でございます。 

 また、環境影響評価書に対する国土交通大臣及び都市計画同意権者の主

な意見につきましては、総論として、予測し得なかった変化が見込まれる

場合は、調査・予測・評価を再実施すること。環境保全措置の具体化に当

たっては、事後調査等の結果を踏まえて十分に検討すること。事業者が変

更される場合は、環境影響評価に係る資料等の知見を適切に引継ぐこと。

周辺計画との工事期間が重複する場合は、周辺環境への影響を低減するこ

と。環境影響及び環境保全措置の内容を地域住民等に対し丁寧に説明する

こと。というご意見でございます。さらに、各論としましては、大気質、

騒音、水環境及び土壌環境、廃棄物等、温室効果ガス等についての５項目

に関して、適切に措置を講じること。というご意見でございます。 

 これらの意見を踏まえ、環境影響評価書を作成いたしました。 

 最後に、平成２７年２月に両市それぞれ都市計画案に関する地元説明会

を開催し、変更内容について説明を行いました。また、公述の申出はあり

ませんでした。さらに、平成２７年１０月２日から１１月２日までの１箇

月間、都市計画法１７条に基づく案の縦覧を行いましたところ、意見書が

提出されました。意見書の要旨と大阪府の見解につきましては、お配りし

ております、資料５に記載しております。 

 意見書の要旨は次の通りでございます。採算性を度外視した巨大な開発

事業である（仮称）淀川左岸線延伸部を建設すべきではない。というご意

見でございます。 

 これに対する府の見解は、対象道路につきましては、内閣府都市再生本

部にて平成１３年８月に策定された「都市再生プロジェクト」において、
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大都市圏における環状道路体系の整備のひとつとして位置づけられた重要

な路線であり、対象道路の整備により、大阪都市再生環状道路が形成され、

阪神高速道路東大阪線等周辺道路の渋滞緩和など広範囲において交通流が

改善するほか、災害時における代替路として防災機能の確保に資する道路

であると考えております。 

 説明は以上でございます。 

【小林 会長】  ありがとうございました。 

 只今、幹事から説明を受けました議案につきまして、御意見、御質問等

はございませんでしょうか。 

 はい、お願いします。 

【中川 委員】  委員の中川です。丁寧な御説明ありがとうございまし

た。 

 必要性とか事業の採算性等につきましては理解しているんですが、環境

影響評価の点で１点だけ御質問させていただきます。問題は大気質だと私

は思うんですけれども、と言いますのも入り口から反対側の入り口まで地

下トンネルを通っているわけで、その大気というものは換気塔とあるいは

開口部等で集中して発生するだろうというふうに想定されます。現状の大

気の点につきまして、浮遊粒子状物質については、確かに自動車排出ガス

測定局では、ほとんどが環境基準を達成しているんですけれども、一般局

では、大半が遵守できていない状況の中で、どのようにその点御説明され

るのかなというところです。 

【幹事 大森計画推進課長】  お答えいたします。 

本路線周辺の調査により得られた現況値に、将来交通量に基づく影響を

足し合わせた予測値と環境基準とを比較するという考え方で評価しており

ます。 
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【中川 委員】  現実に影響が余り大きく出ないということ、簡単に言

うと小さいということでよろしいのですか。 

【幹事 大森計画推進課長】  そうですね。将来交通量に基づく数値に

つきましては、環境基準を満足する結果となっております。 

【中川 委員】  わかりました。 

【小林 会長】  よろしゅうございますか。 

 そのほか御質問、御意見ございますか。 

【松本 委員】  府議会から参加させていただいております松本直高で

ございます。 

 私から議案説明時のパワーポイント表示画面の１０ページにある（仮

称）門真西ＩＣ、門真ＪＣＴイメージ図のことについて、１点伺わせてい

ただきます。この図を拝見しておりますと、近畿道から大阪門真線に合流

する青いルートと、花博通から合流するオレンジのルート、ここにつきま

してはその前の７ページを見ていますと、道路の本線やランプが縦断的に

上ったり下ったりしながら合流していくような構造になっているかと思う

んですけれども、ここの合流地点、大きな３本からの合流地点、青い所と

オレンジの所のこの距離というのがどれぐらいあるのかなと思います。 

 と言いますのも、これだけ合流が集中しますと、かなりの交通量が予想

されるのではないかということもありますので、この構造上見ております

と、この距離、長さによっては、非常に渋滞を招く、あるいは下っていっ

ているところもありますのでスピードも出るかと思います。そういう状況

で安全対策、渋滞対策、どのように考えておられるのか、説明をしてくだ

さい。お願いします。 

【幹事 大森計画推進課長】  門真西ＩＣと門真ＪＣＴとの水平的な距

離でございますけれども、５００メートルほどございまして、それだけの
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距離の中で合流していくというふうに考えております。 

【松本 委員】  ありがとうございます。５００メートルの間で、７ペ

ージの図を見ていますと急激に下がっていくためスピードがついていると

ころで、これだけの交通量が多くなることが予想される中、しっかりとし

た安全対策、渋滞対策をこれからしっかりと検討していただきますよう、

お願いを申し添えておく次第でございます。 

 ありがとうございます。 

【小林 会長】  ありがとうございます。 

 そのほか。はい。 

【肥後 委員】  府議会の肥後でございます。 

 先ほどからお聞きしまして、花博通のところから大深度に向けてトンネ

ルをシールドで掘るというルートをお伺いしたんですけれども、今、寝屋

川北部地下河川という地下河川が、この付近まで整備をされておりまして、

ここから先、大川に向けて、大深度でシールドによりトンネルを通過させ

て、地下河川をためる施設から流す施設ということで完成させるというふ

うに、今、審議がされていると思うんですけれども、この地下河川の大深

度のルート等と何か関連があれば、この審議会で答えられる範囲で結構で

すのでお願いします。 

【幹事 大森計画推進課長】  寝屋川北部地下河川事業につきましては、

委員、お示しのとおり、大深度地下でやっていくということで考えられて

おります。今回、こちらにもございますように、淀川左岸線延伸部につき

ましても大深度を利用していくということでございますけれども、平面的

な位置等を調整することによりまして、影響がないような形で進めさせて

いただきたいというふうに考えてございます。 

【肥後 委員】  わかりました。ありがとうございます。 
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【小林 会長】  そのほか、御意見、御質問ございませんか。 

 ございませんでしょうか。 

 それでは、御意見がございませんようですので、この２議案については

一括して表決いたしたいと思います。 

 議第４１２号、４１３号を原案どおり承認することについて、賛成の方

は挙手をお願いいたします。 

（挙手多数） 

【小林 会長】  挙手多数ですので、この２議案は原案どおり可決され

ました。 

 以上で、本日の全ての審議は終了いたしました。 

 本日、御審議いただきました議案につきましては、直ちに事務局に必要

な手続を進めさせます。 

 委員の皆様方には、円滑な議事の進行に御協力いただき、ありがとうご

ざいました。 

 では、事務局にお返しいたします。 

 

３ 閉会 

 

【司会】  長時間にわたる御審議、ありがとうございました。 

 本日の御審議を踏まえ、大阪府において必要な手続を進めてまいります。 

 本日配付しております資料３の「環境影響評価書」につきましては、御

入り用の委員の方には後日お送りいたしますので、事務局までお申し付け

ください。 

 以上をもちまして、平成２８年度第２回大阪府都市計画審議会を閉会さ

せていただきます。 
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 本日はどうもありがとうございました。 

（午前１０時４５分） 

 


